
第２８号議案 

   足立区河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１７年２月２３日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 足立区河川流水占用料等徴収条例（平成１３年足立区条例第３８号）

の一部を次のように改正する。 

 別表の１流水占用料の部工業用等（発電用を除く）の項中「６，３８

１円」を「６，２４６円」に改め、同表の２土地占用料の部第１種の項

中「２，５６５円」を「３，３６２円」に改め、同部第２種の項中「１，

１９０円」を「１，１１９円」に改め、同部第３種の項中「３，００６

円」を「３，３６２円」に改め、同部第４種の項中「３，５７４円」を

「３，３６２円」に改め、同部第５種の項中「９４５円」を「１，４１

７円」に改め、同部第６種の項中「３，５７４円」を「３，３６２円」

に改める。 

   付 則 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日の前日までの占用に係る流水占用料等について

は、なお従前の例による。 

 

 （提案理由） 

 受益者負担の適正化を図るため、流水占用料等の額を改定する必要が

あるので、この条例案を提出いたします。 


